
令和2年3月29日

規　　約



京都ピュールヤング

■規約施行日
本規約は平成２７年４月１日より施行する。　京都ピュールヤング　代表　中村信治

■改正
平成３０年 ４月 　　・ピュールベースボールクラブより京都ピュールヤングに改名
令和元年 １２月 　　・村上光男代表より中村信治代表に変更
令和元年 １２月 　　・所在地の変更、

　　・第八条 第３項の追加
　　・第九条、第十条、第十一条の追加

令和2年3月29日

規約施行日・改正

京都ピュ－ルヤングは京都府の中学生を対象とした少年硬式野球クラブです



京都ピュールヤング

■基本理念

■指導方針

①　『純粋な心を育てる』

②　『人間力を育てる』

③　『基本動作の徹底』

令和2年3月29日

基本理念・指導方針について

京都ピュ－ルヤングは京都府の中学生を対象とした少年硬式野球クラブです

【　基　本　理　念　】

子供たちと指導者の接点を野球だけではなく、挨拶・規律・ルール他、いろいろなこと

野 球 を 通 じ て 、 自 立 心 を 養 い 、 純 粋 な 心 を 育 て る

　京都ピュールヤングの指導概念について、『野球を通じて、自立心を養い、純粋な心を育てる』
という最大のテ－マに基づき、指導・育成を行います。
野球を通じて、中学生生活を無事に終え、立派に育つことを第一に考えることとし、基本の徹底、
仲間の大切さ、周りの人々へ感謝の気持ちを素直に言えるようなクラブにしたいと考えます。
　取り巻く環境は厳しく、子供たちの減少、野球人口の減少他、いろいろとある中で子供達とは
３年間携わっていけたらと考えます。

【　指　導　方　針　】
３つの育成（純粋な心を育てる・人間力を育てる・基本動作の徹底）

　京都ピュールヤングの指導方針について、『３つの育成』をテーマとして掲げています。

中学生の３年間は、いろいろと吸収できる期間と感じます。その３年間に、子供たちの
心を野球を通じて育てる事を基本とし、学業においても疎かにせず、学校生活並びに
私生活の面も携わっていきます。

を念頭におき指導します。

いずれの３点とも、指導者は子供たちと会話を持ち、一方的な考えを植え付けることを無くして
いきたいと考えています。

※率先垂範（そっせんすいはん）：人の先頭に立って物事を行い、模範を示すこと。

を想定しながら子供たちには考えさせて、対話を持ちたいと考えます。
また、３年生を中心に役割を持ってもらい、「率先垂範」できるようにしていきます。

野球における基本動作の徹底には、様々な状況が出てきますが、最も大切なことは
「判断力」と「対応力」の２点です。
判断力では状況を想定させ、今最良の判断を個々にさせる事であり、対応力も同様
に、通常練習・オープン戦他での反復連打で子供たちと会話を持ち、考えさせること



京都ピュールヤング

■活動方針

第一条【名称】

第二条【所在地】

第三条【基本理念・指導方針】

第四条【設立】
本クラブの設立は、平成２１年（２００９年）４月１日とする。

第五条【役員・スタッフ他】
●役員・スタッフ
代 表 中 村　信 治
副 代 表 床 尾　尚 男
副 代 表 鎌 田　文 人
監 督 横 山　恵 一 郎
コ ー チ 粂　智 至
コ ー チ 池 田　雅 人
コ ー チ 高 野　嘉 文
コ ー チ 寺 谷　彰 芳
顧 問 村 上　光 男
顧 問 佐 々 木　芳 久
チームマネージャー 鋒 山　昌 修
テクニカルディレクター 品 川　昌 彦

●保護者会
保護者会長・副会長・会計については、各年度時に選出

令和2年3月29日

活動方針について

京都ピュ－ルヤングは京都府の中学生を対象とした少年硬式野球クラブです

指導方針　：　ショニングの徹底

指導方針　：　３つの育成（純粋な心を育てる・人間力を育てる・基本動作の徹底）

この団体を『京都ピュールヤング』と称する。
本クラブは『特定非営利活動法人 全日本少年硬式野球連盟』に所属し、活動する中学生の

硬式野球チームである。

常に一生懸命に取り組む姿を理想とし、そんな若者を指導・育成するべくして名付けた

このクラブを下記の所在地に置く。

指導方針　：　成長期に伴うスポーツ障害予防及び体力の器を広げるためのコンディ

《事務局》　〒617-0002　京都府向日市寺戸町東田中瀬15-31

基本理念　：　野球を通じて、自立心を養い、純粋な心を育てるための育成活動

”ピュール”とは、フランス語で『純粋』という意味にあたります。
名前の由来は、創部目的でもある野球の指導を通じて社会貢献を行うために、我々の
社会人野球の経験を活かし、青少年の育成に携わることで、一つのことに心を傾け、

チームです。



京都ピュールヤング

第六条【活動】
●指導者
第１項 ：

第２項 ：

第３項 ：

第４項 ：

●保護者
第１項 ：
第２項 ：

第七条【財務】

第八条【遠征費】
第１項 ：

第２項 ：
第３項 ：

第九条【合宿】

令和2年3月29日

活動方針について

京都ピュ－ルヤングは京都府の中学生を対象とした少年硬式野球クラブです

また、経費としてクラブ費から捻出する場合は、代表・監督に必ず許可を得ることとする。

遠征費について、選手がマイクロバス・観光バスを使用した場合

選手が怠慢・怠惰を繰り返し、チームに悪影響を及ぼすと判断した場合は、
その選手を退去させることができる。
グランド施設等で不具合や危険と思われる箇所を発見した場合は、速やかに
改善協力を保護者に依頼することができる。

のもと、選手に迷いが生じないよう共通項をもって指導することを心掛ける。

チーム運営に伴う必要な諸経費について、会計が管理を行い、毎月定期的に代表・監督
の閲覧を受けるものとする。

上記４項の依頼があった場合について、速やかに協力する。
練習内容や選手起用等のチーム運営・編成について、監督に一任する。

レギュラー（３年生以下）・ジュニア（２年生以下）・スーパージュニア（１年生）の
クラス分けがあるものの、レギュラーにおいては、チーム代表選手と位置付け
し、２年生又は１年生であっても、監督・コーチ陣がその実力を認められれば
レギュラーチームにベンチ入りができる。
監督以下コーチ・スタッフ陣は、ミーティングにより意思疎通を図り、情報共有

基本は、７月の三連休に設定する。但し、年度のより時期の変更はあるものとする。

マイクロバス ： 日帰遠征 ２，０００円、宿泊遠征 ４，０００円を徴収する。
観光バス ： その都度、算出し徴収する。

●遠征費用の精算
京都府外での公式戦のみ、交通費（高速代など）の実費相当額と移動距離
換算（１Ｋｍにつき１０円）を支給する。
（チームスタッフについては、公式戦・オープン戦を問わず支給）
支給対象者は、チームと行動を共にする場合（帯同者）のみ
（現地合流などの場合は対象外）

宿泊費について、その都度徴収する。（宿泊代 ８，０００円／１名目安）
昼食費について、参加メンバーについては、クラブ費から捻出する。
但し、公式戦時のみとする。



京都ピュールヤング

第十条【配車・乗り合い】

第１項 ：

第十一条【傷害保険の加入】
第１項 ：

第２項 ：

第十二条【苦情】

第十三条【頭髪】

第十四条【卒部生の後援活動】

第十五条【学校生活】

第十六条【仲間】

第十七条【改正】

基本、保護者会長の指示に従うこととする。
（事故・経費・先方の諸事情他、全体の運営を考慮した上での指示であることを理解）

本クラブ入部時に、練習及び各大会等における選手の送迎の際、事故に

その後の処置については、各家庭で行うものとする。

令和2年3月29日

活動方針について

京都ピュ－ルヤングは京都府の中学生を対象とした少年硬式野球クラブです

保護者会として積極的に支援を行なうよう努める。

対する責任を本クラブ及び当事者（運転者）に対し、一切の責任追及・請求
しない旨の『念書』を提出しなければならない。

選手は入部と同時に、必ず傷害保険に加入しなければならない。
連盟と本クラブとの間で契約している「全日本少年野球連盟 傷害保険」及び
「スポーツ安全保険」に加入することとなる。
活動中の傷害事故に対し、発生当時の応急手当は本クラブで行うが、

活動上の問題、保護者間のトラブル他、内容のいずれを問わず、チームマネジャーに
報告を行い、その後、チームスタッフと協議の上、解決を図る。
※保護者間個々にて、協議・解決を図るのは、内容のいずれを問わず原則禁止とする。

また、「全日本少年野球連盟 傷害保険」及び「スポーツ安全保険」適用外の
賠償は行わないものとする。

バリカンによる丸刈りで、１０ミリ以内で刈るものとする。
ハサミで刈ること及び髪の毛の長さを部位により変えたり、段をつけることは禁止する。

卒部生が、『全国高校野球選手権』や『選抜高校野球大会』などに出場された場合、

チーム活動中、学校生活、私生活において、上記に該当すると思われる行動・言動他
があったと判断した場合には除名処分の対象とする。

この規約は、時世の流れの変化に伴い、役員･スタッフの協議の上、同意をもって改正
することができる。

学業を疎かにせず、真面目に取り組み、京都ピュールヤングの理念に基づいた
模範的行動を心掛ける。

広範囲の地域から集まったチームであるため、一人ひとりがお互いを理解しあい、強い
仲間意識を持ち、この出会いを素晴らしいものにするため、切磋琢磨し友情を育む。
個人的なことで、インターネットやＳＮＳを使って誹謗中傷するようなことやイジメなどは
決してあってはならない。


